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要約
飲酒運転とアルコール使用障害との関連についてこれまでのデータを中心にまとめる．一般

人口と比較して，飲酒運転をする者にアルコール依存症・アルコール乱用といったアルコール

使用障害の診断に該当する場合が多いことは，これまでの国内･国外の報告から間違いないもの

であるといえる．アルコール依存症やアルコール乱用は飲酒運転のハイリスク群ではあるが，

アルコール依存症ではないが飲酒量の多い者や飲酒頻度の高い者などの常習飲酒者にも飲酒運

転のリスク要因があり，その実数はアルコール依存症者よりはるかに多いことにも留意しなけ

ればならない．

飲酒運転を減らすための施策として，アルコール使用障害の治療や予防に関する項目が欠け

ており，日本の環境や文化に応じたシステムの構築が望まれる．総じて飲酒運転の問題に関し

ては，行政や司法だけではなく，医療の関与，介入が必要であり，協力体制を作っていくべき

であると考える．

A．緒言
本章ではアルコール使用障害と飲酒運転との関連についてまとめる．アルコール依存症であ

れば，アルコール使用に関する問題があるので当然飲酒運転との関連が強いことも容易に想像

できるが，その実態に関する調査は国内では限られているので，海外の報告も交えてまとめる．

まず，アルコール関連問題の診断に関する情報として，飲酒運転の報告が最も盛んにされてい

る米国の精神医学会作成の『精神疾患の診断・統計マニュアル第4版解説改訂』（DSM-Ⅳ-TR）1）

を用いる．この診断基準ではアルコール関連障害（Alcohol-Related Disorders）の中の1つの

カテゴリーとしてアルコール使用障害（Alcohol Use Disorders）が分類されており，さらにア

ルコール使用障害は「アルコール依存」と「アルコール乱用」に分類されている．診断基準を

要約すれば，アルコール依存は「アルコールの連続使用が身体症状に影響を及ぼしており，飲

酒の調節ができず，飲酒が生活の中心となり，問題が生じていても使用が続いてしまう」疾患

であると考えることができる．飲酒の調節ができなければ，運転する機会毎に飲酒運転をして

しまう危険性もはらんでいる．また，DSM-Ⅳ-TRにおけるアルコール乱用の診断基準の中に，

飲酒運転に関する項目があり，アルコール使用による能力（視機能や判断・動作力）低下中の

自動車の運転が反復されれば，必然的に診断基準を満たすことになる．以上のことを踏まえて，

飲酒運転とアルコール使用障害との関連についてまとめる．

前半は，飲酒運転で検挙された者に対する調査についてまとめ（B），後半は，病院にアル

コール依存症で受診している者と健常対象者を比較した調査についてまとめる（C）．
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B．警察･司法と医療の協力による飲酒運転の実態調査
まず，飲酒運転で検挙されたことのある者の中で，どれくらいの人がアルコール使用障害で

あったかについての報告をまとめる．1.米国とスウェーデンの海外報告についてまとめ，2.国内

の報告についてまとめる．

「諸外国の飲酒運転対策の現状」（p.102）で詳しく説明されているように，諸外国と日本での

飲酒運転の対策には差がある．米国は日本よりも酒気帯び運転の基準となる血中アルコール濃

度（Blood Alcohol Concentration［BAC］）は高いという一面があるものの，法制度が整ってい

る．そのため，厳しい飲酒運転対策の下におけるデータであることに留意を要する．ただし，

米国のDriver Under the Influence（DUI）に関連した報告の中には実際に面接して診断が行わ

れている調査もあるが，その他ほとんどの調査が自己申告にのみ基づいたものであり，本人の

自己申告により行われるスクリーニングテストにおいてはどの程度正直に答えているかという

課題にぶつかる．例えばLaphamら2）の報告では，初めて飲酒運転で検挙された者の中で，自

己申告を中心に判断した際のアルコール依存とアルコール乱用の割合はそれぞれ20.1％と16.8％

となっていたが，その5年後に刑罰や処分に関わらないという条件の下で実際に再面接したと

ころ，アルコール依存とアルコール乱用の割合はそれぞれ60.1％と19.9％となり，アルコール

依存に関しては約3倍の差が生じていた．また，Changら3）は飲酒運転で検挙された者が行っ

た飲酒運転の経験についての自己申告は65％が過少申告であったと報告している．つまり，飲

酒運転に関する自己申告は過少申告傾向にあるといえる．こうしたことを踏まえてデータを比

較するべきである．

アルコール関連問題によく用いられている自己申告によるスクリーニングテストはAlcohol

Use Disorders Identification Test（AUDIT）4）であり，現在の飲酒が及ぼす可能性の高い「危険

な飲酒」を同定する目的として用いられる．AUDITの評価スコアの解釈は地域や文化により

異なるが，10個の選択肢の合計点で評価し，Primary Health Care European Project on

Alcohol（PHEPA）によれば8点以上を「危険な飲酒」としている5）．また，AUDITのスコア

が15点以上になるとアルコール依存症の可能性が高くなるとされている6）．

1．海外報告

1）米国

米国においては，飲酒運転の基準となるBACを0.08％（呼気濃度では0.40mg/l）としてい

る．米国のDUIに関連する報告において，初めて飲酒運転で検挙された者におけるアルコール

使用障害の割合に関する調査を表1にまとめる．米国のDUIにおいては飲酒運転で捕まる者は

66～80％が初犯7-9）と報告されている．言い換えれば，20％～34％の者が再犯に至っていると

考えることができる．

表1より，初めて飲酒運転で検挙された者において，全体の60％前後の者がアルコール依存

で，全体の約80％がアルコール使用障害であったと報告されていることになる．表1に記載し

た以外にも，Fineら14）は飲酒運転で初めて検挙された者のうち問題飲酒者は54.4％であったと

報告していたり，Kramer15）は飲酒運転で初めて検挙された者のうちアルコール依存症もしく

は問題飲酒者は82％にも上ると報告していたりするなど，飲酒運転とアルコール使用障害との

関連は非常に大きい．

またLaphamら16）は，飲酒運転で2回検挙された者におけるアルコール依存の割合は53.8％

であったと報告していたり，Pristachら13）は，飲酒運転で2回検挙された者におけるアルコー
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ル依存の割合は87％であったと報告していたり，Conleyら17）は，2回以上飲酒運転で検挙され

たことがある者においては全体の80.3％はAUDITのスコアが8点以上でアルコールの使用に問

題が多いと報告しているなど，飲酒運転で検挙されることが2回以上になれば，初めて検挙さ

れた者と同様かそれ以上に，アルコール依存の割合が多いことがいえる．これらも米国の基準

においての報告として認識する必要はあるが，2回以上飲酒運転で検挙された経験があれば，か

なりの割合でアルコール使用障害の可能性が高くなる．前述したが，DSM-Ⅳ-TRにおけるアル

コール乱用の診断基準の中に，飲酒運転に関する項目があり，アルコール使用による能力低下

中の自動車の運転が反復されれば，必然的に診断基準を満たすことになるので，飲酒運転で2

回検挙された経験があれば，アルコール乱用の診断に該当する者がほとんどであろう．さらに

飲酒運転で検挙されることが3回以上になるとほぼ100％アルコール依存である18）と論じられ

ていたり，全てのDUI経験者を対象にすれば，男性は91％，女性は85％もの人が一生涯でア

ルコール使用障害の診断に至る11）ことが報告されていたりするなど，アルコール使用障害と飲

酒運転との関連は切っても切り離せない．

2）スウェーデン

スウェーデンはノルウェーと並んで飲酒運転の基準となるBACが0.02％（呼気濃度では

0.10mg/l）と日本よりも厳しい国である．飲酒運転の罰則に重労働を伴う1年間の懲役も含ま

れている．スウェーデンにおけるAUDITを用いた調査19-21）を紹介する．その結果をまとめて表

2に示す．

Hubckaらの調査19）ではAUDITのスコアが8点以上を飲酒関連問題が中等度と評価し，16点

以上をアルコール問題が重篤と評価している．また，Bergmanらの調査20,21）では，AUDITの

スコアが男性なら8点以上，女性なら6点以上で飲酒関連問題が中等度あると評価し，男性な

ら16点以上，女性なら14点以上をアルコール問題が重篤と評価している．スウェーデンにお

ける運転手全般（一般運転手群と表記する）を対象にした調査20）においては，飲酒関連問題が

中等度以上ある者が男性で15％，女性で10％であったのに対して，飲酒運転の経験がある者

の中では，男女共に全体の63％の者に中等度以上のアルコール問題を認めた19）．また，一般運

転手群では，飲酒関連問題が重篤である割合が男女共に1％であった20）が，飲酒運転の経験が

ある者の中では，男女共に全体の28％の者に重篤な飲酒関連問題を認めた19）．

また，Bergmanらの調査21）では，飲酒運転で検挙された経験がある者の中で，全体の58％

が中等度以上のアルコールの問題を抱えており，全体の24％は重篤なアルコール問題を抱えて

いたと報告しているなど，スウェーデンにおいてもアルコール使用障害と飲酒運転との関連は

非常に大きいといえる．
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2．日本における報告

国内の報告は比較的新しいが数は限られている．科学警察研究所での調査22）では，運転免許

保有者のうち飲酒運転で検挙された経験がある者は約1％であったが，飲酒運転事故を起こし

た者のうち過去4年間に飲酒運転で検挙された経験がある者は14％であったと報告しており，

飲酒運転を繰り返す者が多いことが指摘されている．医療と警察が協力して行った1）中山ら

による神奈川県の調査23）と2）樋口らによる6道府県の調査24）についてまとめる．前述したが，

飲酒運転に関する自己申告は過少申告傾向にあることや，法制度と飲酒運転対策の差異を踏ま

えて，海外のデータと比較するべきであることを忘れてはならない．

1）神奈川県の調査

中山ら23）は2007年の一年間で神奈川県警察が実施している運転免許取消処分者講習受講者に

対して，自由意思により飲酒運転やアルコール依存症に関わる質問項目を中心に調査を行った．

結果はAUDITのスコア別による評価がなされている．前述したが，AUDITスコアの解釈は地

域や文化により異なるが，PHEPAによれば8点以上を「危険な飲酒」としている5）．ただし，

日本では諸外国と比較してAUDITのカットオフポイントは高くする必要があることが指摘さ

れている25-27）．AUDITのスコアと過去に飲酒運転をした経験があるかどうかや飲酒運転で検挙

された経験があるかどうかを変数にして，その結果を性別ごとに表3,4に示す．

表3,4より「危険な飲酒」に該当するAUDITスコアが8点以上の者は男性では全体の59.4％，

女性では全体の41.3％に上った．2003年に尾崎らによって行われた一般成人を対象とした全国

調査28）では，AUDITスコアが10点以上の者は男性では全体の16.1％，女性では全体の2.3％で

あったので，一般成人と比較すれば，調査対象となった運転免許取消処分者講習受講者におい

てAUDITスコアが8点以上の者は多いことが予想される．

AUDITスコアが8点以上の人の中で，飲酒運転の経験があったものが男性で87.1％，女性は

76.9％に上り，さらに飲酒運転で検挙された経験がある者の中では，男性の84.6％，女性の

66.6％の者がAUDITスコアは8点以上であった．ただし女性においては，AUDITスコアが5

から6点以上で「危険な飲酒」に該当する20,29）という報告もあり，実際は女性の場合はもう幾分

か「危険な飲酒」が多いと考えるべきであろう．総じて，「危険な飲酒」は飲酒運転に関しても

「危険」な要素があると考える．

さらに，「アルコール依存症の可能性が高い」に該当するAUDITスコアが15点以上の人につ

いては，飲酒運転の経験があったものが男性で93.2％，女性は83.3％に上り，さらに飲酒運転

で検挙された経験がある者の中では，男性の47.2％，女性の38.9％の者がAUDITスコアは15

点以上であった．2003年に尾崎ら28）によって行われた一般成人を対象とした全国調査では
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AUDITスコアが15点以上の者は男性では全体の5.1％，女性では全体の0.7％であったので，

一般成人と比較すれば調査対象となった運転免許処分者講習受講者の方がAUDITスコア15点

以上の「アルコール依存症の可能性が高い」者は多いことが予想される．よって，「危険な飲

酒」や「アルコール依存症の可能性が高い」は「飲酒運転につながる可能性も高い」といえる．

2）6道府県の調査

樋口ら24）は北海道，千葉，神奈川，大阪，佐賀，沖縄の6道府県の運転免許取消処分者講習

受講者と飲酒運転で検挙された中・長期運転免許停止処分の安全講習会受講者を対象に調査を

している．飲酒運転で2回以上検挙されている者の中で「アルコール依存症の可能性が高い」

AUDITのスコアが15点以上の者は男性では全体の56.8％，女性では全体の36.8％であった．

2003年に尾崎らによって行われた一般成人を対象とした全国調査28）では，AUDITスコアが15

点以上の者は男性では全体の5.1％，女性では全体の0.7％であったので，一般成人と比較すれ

ば飲酒運転で2回以上検挙されている者において「アルコール依存症の可能性が高い」AUDIT

スコアが15点以上の者は多いことが予想され，飲酒運転とアルコール使用障害の関連は強いと

いえる．

C．アルコール依存症で治療機関に受診している者と健常対象者との比較調査
前項では飲酒運転で検挙された経験などからの調査であったが，アルコール依存症の治療を

行っている病院を中心とした筆者らの調査30）を紹介する．同様の調査が海外で実施されていな

い理由は司法・行政・医療が協力しているからであると考えるが，日本においても他に報告が

乏しく本調査を比較的詳細に紹介する．
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本調査は2002年6月1日より道路交通法（以下法と表記）の改正があり，飲酒運転の罰則の

対象となる呼気アルコール濃度は0.25mg/l以上から0.15mg/l以上（BACは0.05％から0.03％）

と厳しくなり，また罰金の増額や違反点数の罰則も強化された結果について明らかにすること

を目的とし，2004年秋に行ったものである．具体的には飲酒運転の実態や法の改正による変化

について，アルコール依存症者と健常対象者との比較について調べた．関西アルコール関連問

題学会に所属する医療機関でICD-1031）もしくはDSM-Ⅳ-TR1）にてアルコール依存（症）と診断

され，加療中の患者を対象とし，健常対象者群（以下コントロール群と表記）は医療機関の職

員とした．診断に関しては受診している者が対象となっているので，直接医師が面接･検査をし

て，診断をしている．よって自己申告のテストによる診断よりは診断の精度が高いが，逆に飲

酒運転行為自体に関しての申告は自己申告であり，前述した調査と比較して精度は下がる．可

能な限り正直に申告できるための配慮として，両群共に無記名の調査とし，回収時には調査用

紙に封ができるようにした．その結果を表5～9，図1～2を参考に以下に示す．

1．法改正前の飲酒運転の経験と法改正当時の飲酒運転の頻度

表5は法改正前の飲酒運転の経験と法改正当時の飲酒運転の頻度に関して示す．道路交通法

改正以前に飲酒運転をした経験についての結果は，コントロール群（47.8％）と比較して，ア

ルコール依存症者群（75.0％）において，法改正以前に飲酒運転の経験者が有意に多かった

（p<0.001）．法改正後の調査でアルコール依存症者の飲酒運転の経験が80.0％だったという報告
32）もあり，時期は異なるものの，アルコール依存症者が飲酒運転を経験していた割合は類似し

ている．

法改正当時に飲酒運転をしていた場合，その頻度について問う質問の結果は，コントロール

群と比較して，アルコール依存症者群が法改正当時に飲酒運転をしていた割合が高かった

（p<0.001）ことに加え，飲酒運転の頻度も有意に高かった（p<0.001）．

2．コントロール群における法改正前の飲酒運転の経験の性差

図1にコントロール群における法改正前の飲酒運転の経験の性差を示す．結果は，女性と比

較して，男性の方が有意に法改正以前に飲酒運転をした経験が多かった（p<0.001）．これはア

ルコール依存症者群ではなく健常対象群からのデータなので，一般社会でも同じことが予想さ
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れ，女性と比較して男性の方が飲酒運転との関連は強い．

3．コントロール群における飲酒量による飲酒運転の経験

表6にコントロール群における飲酒量による飲酒運転の経験について示す．法改正以前の飲

酒運転の経験について回答を得た人の中で，飲酒量が2ドリンク（アルコール20g：日本酒約1

合弱）以下の群と2ドリンクより多い群に分けた．というのは，心筋梗塞の発症率が下がる33）

とされる「いわゆる適正飲酒量」だからである．2ドリンク以下の群と比較して，2ドリンクよ

り多い群のほうが有意に飲酒運転をした経験があることがわかった（p<0.001）．よって飲酒量

が多くなれば，飲酒運転の経験が多かったといえる．これはアルコール依存症者群ではなく健

常対象者群からのデータなので，一般社会でも同じことが予想される．つまり，飲酒量が2ド

リンクより多ければ，飲酒運転の経験が多かったことが予想される．

4．法改正後の飲酒運転の行動変化

表7に法改正後の飲酒運転の行動変化について示す．法改正後に対象者が飲酒運転をどう変

化させたかについての結果は，飲酒運転をした経験がある人だけについてまとめる．飲酒運転

を続けている人は少なくともアルコール依存症者群においては全体の51.9％であったのに対し

て，コントロール群においては全体の13.9％であった．コントロール群と比較して，アルコー

ル依存症者群では法改正後において，飲酒運転をやめるに至った割合が有意に低かった

（p<0.001）．

180
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飲酒運転あり 
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図 1　コントロール群における法改正前の飲酒運転の経験の性差 
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5．コントロール群における法改正当時の飲酒量別の飲酒運転頻度

表8にコントロール群における法改正当時の飲酒量別の飲酒運転頻度について示す．法改正

当時の飲酒運転の頻度について回答を得た人の中で，飲酒量が2ドリンク（アルコール20g）以

下の群と2ドリンクより多い群に分けたところ，2ドリンクより多い群のほうが有意に飲酒運転

の頻度の高いことがわかった（p<0.001）．よって飲酒量が多くなれば，飲酒運転の頻度が高かっ

たといえる．これはアルコール依存症者群ではなく健常対象者群からのデータなので，一般社

会でも同じことが予想される．つまり，飲酒量が2ドリンクより多ければ，飲酒運転の頻度が

高くなることが予想される．

6．飲酒運転を「やめた」もしくは「減らした」理由

最後に，飲酒運転を「やめた」もしくは「減らした」理由に関しての結果をまとめ，詳細は

表9，図2に示す．飲酒運転を「やめた」もしくは「減らした」人はアルコール依存症者群に

114人，コントロール群に165人で，その理由について選択肢の中から複数回答可で回答を得た

（アルコール依存症者群で3人，コントロール群で1人はその理由を解答していない）．飲酒運

転を「やめた」もしくは「減らした」理由は大きく3つのグループに分けられると考えた．第

1に，罰金が30万円と高くなったから（2002年改正時），免許の取り消しが怖いから，新聞や

��������	
������

���������������

��������������	�
�����

����������������������

�������������������������

�� �������������	������

�� �������������	��������

�� ����� ����������

�� ������� �������

��������	
��������������������

������

��������	�������
���

������

���������������������

��������	���������������

�� ������� �����������

�� ������� �����������

�� ������� �����������

�� ����� �������

������

��������	
������



アルコール使用障害と飲酒運転 165

テレビに名前が出る可能性が強くなったから，というものは「厳罰化そのものによる影響」と

分類する．第2に，社会の目が厳しくなったから，会社で処分されるから，家族の目が厳しく

なったから，というものは「社会的風潮による影響」と分類する．そして第3に，家族が代わ

りに運転してくれるようになったから，会社や地域の宴席に車で参加すると強く勧められなく

なったから，飲酒時は代行運転などを利用できるから，というものは，「周囲の支援体制による

影響」と分類した．上記分類の中では複数回答があった上で，「厳罰化そのものによる影響」が

多い結果となったが，次に「厳罰化そのものによる影響」を理由に挙げなかった人数（つまり

別の理由により飲酒運転を減らした人数）について図2に示す．「厳罰化そのものによる影響」

を理由に挙げなかった人は，コントロール群（164人）において29人，アルコール依存症者群
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（111人）において44人であった．両群間において有意な差を認め（p<0.001），アルコール依存

症者群において，飲酒運転を減らした理由として，「厳罰化そのものによる影響」が有意に少な

かった．飲酒運転を経験したことがあるアルコール依存症者を対象にした調査34）においても同

様に「飲酒運転は危険である」という意識は飲酒運転常習者にとっては決定的な抑制因とはな

らないと報告されている．

加えて，性別に比較すると，男性においても（p<0.05），女性においても（p<0.001），両群間

において有意な差を認めた．また，アルコール依存症者群においては，男女間の比較をしても

有意な差は認めなかったが，コントロール群においては，男女間において有意な差を認め

（p<0.001），女性と比較して男性の方が飲酒運転を「やめた」もしくは「減らした」理由とし

て，「厳罰化そのものによる影響」が有意に少なかった．

7．まとめ

本調査30）の結果をまとめると，飲酒量の多い者，飲酒頻度が高い者，男性，アルコール依存

症者にとっては，飲酒運転の習慣性のリスクが高いことが考えられる．加えて，アルコール依

存症者や男性においては，「厳罰化そのものによる影響」が飲酒運転行動を減少させる効果には

比較的乏しい．飲酒運転に対する厳罰化は，一時的な飲酒運転の減少または中止をもたらすこ

とができても，飲酒運転の習慣性のある人々に飲酒運転行動を減少させる効果は不十分である

といえる．

D．今後の課題
まず日本においては飲酒運転の実態に関する情報に乏しいことが挙げられる．実際に面接し

てアルコール依存症の診断を行った調査は皆無であり，自己申告による情報でしか把握できて

いない．米国と同じであるかという議論を除けば，おそらく飲酒運転の実態は過少申告であり，

本当の実態は把握できていないといえる．よって，飲酒運転の実態を把握するために飲酒運転

者を直接面接したり，家族や友人からの情報などを十分に利用したりして診断する調査が望ま

れる．

飲酒運転を減らす方針として，厳罰化や酒気帯び運転の基準となるBACの基準の変更が行わ

れてきたが，ある程度の効果を認めたもののその効果は限定的である．しかも，その罰則をこ

れ以上に引き上げたところで更なる減少が期待できるかは疑問である．というのも飲酒運転を

減らす対策の中にアルコール使用障害，特にアルコール依存症に関しての治療的介入が欠けて

いるからである．アルコール依存症は飲酒をコントロールすることができない脳の病気である

ため，いくら刑罰が厳しくなったとしても，治療がなされなければ回復には至らず，飲酒運転

も減らないことが予想される．自分自身のアルコール問題に気付きにくいこともあり，日本国

内での受診率はきわめて低い．わが国には治療を必要とするアルコール依存症者だけでも約80

万人存在すると推定28）されているが，実際に治療機関を受診しているアルコール依存症の患者

数は厚生労働省の患者調査35）によると4.3万人であり，約5.4％しか受診していない現状である．

米国では，アルコール依存症の受診率は24.1％36）とされており，アルコール依存症患者の41.6％

がDUIおよび司法を経由して病院への受診に至る37）と報告されているように，司法・行政・医

療の連携がアルコール依存症の受診率の向上にも関連している．米国の報告ではDUIシステム

の導入後，飲酒運転は総じて約7-9％減少した38）といわれており，飲酒運転で2回目に検挙され

た者へのプログラムにおいても再犯率が約30％減少した39）と報告されている．また，オースト
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ラリアでも飲酒運転対策はいくつかのシステムがあり，地域のNPOに行政が協力するシステム

であるTraffic Offenders Programでは，講義の内容や感想を課題としてレポート（これが裁判

で役に立つという）にまとめるアルコール教育プログラムになっている．全体の半分くらいが

飲酒運転の違反者である受講者において交通違反の再犯率を25％減少させた40）と報告されてお

り，Sober Driver Programという飲酒運転の再犯者プログラムでは，裁判所の強制でアル

コールに関する教育とストレス対処と個人面接を組み合わせており，プログラム修了後2年後

に再犯率を43％減少させた41）と報告されている．よって，アルコール依存症を中心としたアル

コール関連問題に関するアプローチで飲酒運転を減らすことが出来ると証明している．

我が国においても米国のDUIシステムやオーストラリアの取り組みなどをモデルとして，司

法･行政･医療が連携して日本の風土や慣習に合う飲酒運転の対策制度を樹立していく必要性が

あると考える．

最も注意が必要なのは，アルコール依存症は飲酒運転のハイリスク群ではあるが，アルコー

ル依存症ではないが飲酒量の多い者や飲酒頻度の高い者などの習慣飲酒者にも飲酒運転のリス

ク要因があり，その実数はアルコール依存症者よりはるかに多いことである．よってアルコー

ル依存症などのアルコール使用障害のみならず，習慣飲酒者に対する啓発活動や介入も必要で

あり，ひいてはアルコールという物質がどのような作用を持つ物質であるかという知識をなる

べく多くの人で共有する努力が必要である．

E．結論
飲酒運転とアルコール依存症との関連についてこれまでのデータを中心にまとめた．一般人

口と比較して，飲酒運転をした経験がある者（飲酒運転で検挙されたことがある者）にアルコー

ル依存症・アルコール乱用といったアルコール使用障害の診断に該当する場合が多いことは，

調査の方法としては直接面接して判断していないという問題点はあるものの，これまでの国内･

国外の報告より明らかになっている．アルコール依存症やアルコール乱用は飲酒運転のハイリ

スク群ではあるが，アルコール依存症ではないが飲酒量の多い者や飲酒頻度の高い者などの常

習飲酒者にも飲酒運転のリスク要因があり，その実数はアルコール依存症者よりはるかに多い

ことにも留意しなければならない．

飲酒運転を減らすための施策として，米国やオーストラリアではアルコール依存症の予防や

治療に関する内容が法の中に制度化され成果を挙げている．日本においては，未だアルコール

依存症の治療や予防に関する項目が欠けており，日本の環境や文化に応じたシステムの構築が

望まれる．アルコール依存症などのアルコール使用障害のみならず，習慣飲酒者に対する啓発

活動や介入も必要であり，ひいてはアルコールという物質がどのような作用を持つ物質である

かという知識をなるべく多くの人で共有する努力が必要である．

総じて飲酒運転の問題に関しては，行政や司法だけではなく，医療の関与・介入が必要であ

り，協力体制を作っていくべきであると考える．
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